
事件番号 令和6年㈱第28号（基本事件 令和6年（ワ）第23号）

訴訟記録閲覧等の制限の申立事件

決 定

申立人（基本事件原告）ら （閲 覧 制 限）

同代理人弁護士 細 野 希 ほか

申立人（基本事件原告）らから、当庁令和6年（ワ）第23号ウエブページ削除

等請求事件にづT(て、秘密保護のための閲覧等の制限の申立てがあっだ~ので､~当裁

当と認め、次のとおり決定する。判所は、この申立てを相当と認め、

主 文

令和6年5月13日付け移送却下決定別紙当事者目録記載の、部落解放同盟新潟

県連合会を除く相手方（基本事件原告）らの氏名及び住所、並びに令和6年5月1

4日受付部落解放同盟新潟県連合会を除く相手方（基本事件原告）ら作成に係る各

訴訟委任状記載の氏名及び住所については、閲覧若しくは謄写､その正本、謄本若

しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当事者に限る。

令和6年12月27日

新潟地方裁判所第一民事部

裁判長裁判官 坂 本 浩

裁判官 高 橋 千

裁判官 高 橋 健
これは謄本である。

令和6年'ﾕ月ユ7日
瀦舳蝋纈一鴎部
裁判所書記官 土 田
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繩舳篭辮篤一購部

裁判所書記官 土 田 幸
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〒951-8511

新潟市中央区学校町通一番町l番地

イ

口民事訟廷係 電話025-222-4224(ﾀｲﾔﾙｲﾝ）
回/第一民事部 電話025-222-4227(ﾀｲﾔﾙｲﾝ）

FAX 025-222-4235

口第二民事部 電話025-222-4230(ﾀｲﾔﾙｲﾝ）
FAX O25-222-4236

新潟地方裁判所民事部
．（担当土 田 幸 宏 ） ※ご来庁の際は、できるだけ

公共交通機関をご利用ください。
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〒951-8511

区学校町通一番町1番地

方裁判所民事部
土 田 幸 宏 ） ※ご来庁の際は、できるだけ

公共交通機関をご利用ください。
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